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(1)業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
 

(2)剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 に 関 す る 方 針
 

(3)連 結 計 算 書 類 の 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
 

(4)連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表
 

(5)計 算 書 類 の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
 

(6)計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

ブランディングテクノロジー株式会社

事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」及

び「剰余金の配当等の決定に関する方針」、連結計算書類の「連結株主資本

等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」

及び「個別注記表」につきましては、法令ならびに当社定款第14条の規定に

基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（URL：https://www.branding-

t.co.jp/）に掲載することにより株主のみなさまに提供しております。



１．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並

びにその他業務の適正を確保するために「内部統制システム構築の基本方針」として、

以下の内容を取締役会において決議しております。

（１）　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

① 「コンプライアンス管理規程」に基づき、取締役及び使用人に対して必要な啓

蒙、教育活動を推進する。

② 公益通報者保護法に対応した内部通報制度を構築し、コンプライアンスに対する

相談機能を強化する。

③ 代表取締役社長が選任した、他の部門から独立した内部監査人が各部門の業務執

行及び、コンプライアンスの状況等について、定期的に内部監査を実施し、その評

価を代表取締役社長及び監査役に報告する。

④ 反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対処規程」に基づき、いかなる場合に

おいても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内

に周知し明文化する。

（２）　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、

文書または、電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議および申請規

程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

② 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができる。

（３）　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムト

ラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備するとともに、定期的に

見直しを行う。

② リスク情報等については、取締役会等を通じて管掌役員より取締役及び監査役に

対し報告を行う。
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③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必

要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損

害の拡大を防止しこれを 小限に止める体制を整える。

（４）　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は「取締役会規程」に基づき、法定事項の決議、経営に関する重要事項

の決定及び業務の執行の監督等を行う。毎月１回の定時取締役会を開催するほか、

迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

② 取締役は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自

己の職務を執行する。各取締役は、取締役及び監査役に対して状況報告を行うほか、

会社経営に関する情報を相互に交換する。

③ 各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の移譲

を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

（５）　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、

関係会社運営規程に基づき、当社管理担当部門が経営等に関する資料の提出を求め

るとともに、当社の取締役会への定期報告を求める。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、子会社の損失の危

険の管理体制を構築するため、当社は危機管理及びリスク管理に関する社内諸規程

等を整備し、子会社のリスクを管理する。また、子会社に重要な法令違反その他コ

ンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく当社の代表取締役

社長を通じて、当社の取締役会に報告し、同時に当社の監査役へ報告する。
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③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

として、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務

報告を受け、重要事項は関係会社運営規程に基づき事前に当社の承認を得ることな

どにより、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。

④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制として、当社の役員等が子会社の役員等に就任するほか、当社の

監査役及び内部監査人による監査により、業務の適正性を検証する。

（６）　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び

当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の

上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。監査役は、監査役の

職務を補助する使用人の選任、考課に関して意見を述べることができるものとする。

また、配置された監査役の職務を補助する使用人は、その補助業務に関しては監査

役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの指揮命令は受けないものとする。

（７）　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

① 取締役は、監査役の出席する取締役会その他重要な会議において担当する職務の

執行状況を報告する。

② 取締役及び使用人は、法令・定款に違反する恐れのある事実や当社及び子会社等

に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告する。

又、内部通報制度に基づく通報があった場合は遅滞なく監査役に報告する。なお、

監査役も内部通報制度の通報窓口であるため、使用人は内部通報制度を用いて監査

役に直接報告することもできる。

③ 監査役は、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に何

時にでも説明を求める事が出来る。監査役から説明を求められた場合には、取締役

及び使用人は遅滞なく監査役に報告する。

④ 監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人等に周知徹底する。なお、内部通報
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制度における通報者については、解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはなら

ないことや、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合に

は、就業規則に従って処分を課すことができる旨等を「内部通報および公益通報者

保護規程」において定め、その保護を図るものとする。

（８）　子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制

① 子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、当社の監

査役から報告を求められた事項について速やかに当社の監査役に報告するとともに、

関連会社運営規程に基づき、当社の管理担当部門にも報告する。

② 当社の管理担当部門は、子会社の取締役及び使用人から、法令及び規程に定めら

れた事項のほか、当社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場

合には、速やかに当社の監査役にその内容を報告する。

（９）　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち重要な課題、情報に関し意見交換を

行う。

② 内部監査人は、監査役と連携を図り、情報交換を行い、必要に応じて監査役立ち

会いのもと内部監査を行う。

③ 取締役及び使用人は、監査役が会計監査人と会計監査の内容等についての情報交

換が充分に行える体制を整える。又、監査役が顧問法律事務所と何時にでも会社経

営全般についての法律相談を行える体制を整える。

④ 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該

監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前

払い等の処理をするものとする。

（10）　財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を高めるため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

（１）　取締役の職務執行について

　① 当社の取締役会は４名の取締役（うち社外取締役は１名）で構成されており、毎

月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

当事業年度において取締役会は25回開催されました。

　② 取締役会は取締役会規程等に基づき運営され、取締役会に付議又は報告すべき事

項が各取締役より上程されて経営上の意思決定がなされております。また、取締役会

には３名の監査役（うち社外監査役２名）が出席し、各取締役の職務執行状況を監督

しております。なお、取締役会で用いられた資料、議事録等は文書または電磁的方法

で記録・保管されております。

（２）　監査役の職務執行について

　① 当社の監査役会は３名の監査役（うち社外監査役は２名）で構成されており、毎

月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。

当事業年度において、監査役会は14回開催されました。

　② 監査役会は監査役会規程等に基づき運営され、常勤監査役からの会社の状況に関

する報告及び監査役相互による意見交換等が行われております。監査役は、取締役会

への出席、重要文書の閲覧、役職員への聴取並びに会計監査人及び内部監査人との情

報交換等により、取締役の職務執行について監視を行っております。

（３）　リスク管理及びコンプライアンスについて

　① コンプライアンス意識の徹底を図るため、コンプライアンス研修を半期に１度開

催し、定期的に教育を実施しております。また、入社時に教育を実施するほか、全社

を対象に情報セキュリティ、コンプライアンスにかかる教育を実施しました。

　② 内部監査人により、法令、定款、社内規程等の遵守状況を監査項目に加え、会社

の業務が適切に行われていることを確認しております。

　③ コンプライアンス違反行為等を把握するため内部通報制度を設けているほか、コ

ンプライアンス違反行為等が発生した場合には防止対策の策定、全社に向けた注意喚

起を実施しております。
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２．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を

目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、設立以来、当連結会計年度を含め配

当を実施した実績はありません。しかしながら、株主利益の 大化を重要な経営目標の

一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移、

財務状況、今後の事業への投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとり

ながら検討していく方針です。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 99,500 33,609 760,471 △26,183 867,397

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 56,668 56,668 113,336

自 己 株 式 の 処 分 62,500 26,183 88,684

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

42,257 42,257

自 己 株 式 の 取 得 △10,404 △10,404

新株予約権の発行 -

新株予約権の行使 1,318 1,318 2,637

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

-

当連結会計年度変動額合計 57,987 120,488 42,257 15,778 236,510

当連結会計年度末残高 157,487 154,097 802,728 △10,404 1,103,908

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 124 2,654 2,779 870,176

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 - 113,336

自 己 株 式 の 処 分 - 88,684

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

- 42,257

自 己 株 式 の 取 得 - △10,404

新株予約権の発行 - 74 74

新株予約権の行使 - 2,637

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△162 △115 △277 △277

当連結会計年度変動額合計 △162 △115 △277 74 236,307

当連結会計年度末残高 △38 2,539 2,501 74 1,106,484

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

（１）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　　　　３社

・連結子会社の名称　　　　　　　　　　株式会社アザナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Brandling Technology Asia PTE.LTD.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VIETRY CO., LTD.

②非連結子会社の状況

該当事項はありません。

（２）持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社は有していないため、該当事項はありません。

２．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

②たな卸資産

　仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物付属

設備は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数はなお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　６～22年

その他　　　　　　　　２～20年
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②無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、販売見込数量に基づく償却額と残存見込販売

有効期間（３年）に基づく均等償却額との、いずれか大きい金額によっておりま

す。

自社利用のソフトウェアは、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法に

よっております。

（３）繰延資産の処理方法

　株式交付費については、支出時に全額費用処理しております。

（４）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与の支出に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期負担額を

計上しております。

（５）その他連結計算書類作成のための重要な事項

①消費税等

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３．連結貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額　　　99,618千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当連結会計年度末に発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　　　1,615,000株

（２）当連結会計年度末における自己株式の種類及び総数

　　　普通株式　　　　10,900株
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（３）当連結会計年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　　2017年２月15日開催の取締役会決議による第４回ストックオプション

普通株式　　　　26,000株

５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については流動性の高い金融資産で運用し、また、資金

調達については銀行等金融機関からの借入により調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業

債務である買掛金、未払金、未払費用は概ね３ヵ月以内の支払期日であります。借入

金は、主に運転資金として調達しております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体企業の信用リス

ク及び市場リスクに晒されております。

③金融商品に係るリスク管理体制

a.信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権については、与信管理規程に従い、個別案件ごとに

取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するととも

に財務状態の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

b.市場リスクの管理

当社グループは、投資有価証券について定期的に時価や発行体(取引先企業)の

財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的

に見直しております。

c.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお

ります。
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④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織

り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する

ことがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 913,467　千円 913,467　千円 －　千円

(2) 売 掛 金 514,860 514,860 －

(3) 未 収 消 費 税 等 76,269 76,269 －

(4) 投 資 有 価 証 券 498 498 －

資産計 1,505,095 1,505,095 －

(1) 買 掛 金 320,668 320,668 －

(2) 未 払 金 72,038 72,038 －

(3) 未 払 費 用 81,410 81,410 －

(4) 未 払 法 人 税 等 17,337 17,337 －

負債計 491,023 491,023 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

①現金及び預金　②受取手形及び売掛金　③未収消費税等

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

④投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債

①買掛金　②未払金　③未払費用　④未払法人税等

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分
当 事 業 年 度
（2020年３月31日）

差 入 保 証 金 70,017　千円

敷 金 43,388

長 期 預 り 保 証 金 101,500

　　　　　差入保証金、敷金、長期預り保証金につきましては、残存期間を特定できず、時

価を把握することが極めて困難であることから時価開示の対象としておりません。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 689円74銭

(2) １株当たり当期純利益 26円70銭

７．重要な後発事象に関する注記

　当社グループは、2020年４月17日開催の取締役会において、今般の新型コロナウイルス

感染症の拡大及び長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的とした長期借入による

資金調達を行うことを決定しました。

(1) 借入先：株式会社りそな銀行

(2) 借入金額：２億円

(3) 借入日：2020年５月15日

(4) 借入条件：変動金利

(5) 借入期間：５年

(6) 担保の有無：無担保、無保証

(1) 借入先：株式会社三菱UFJ銀行

(2) 借入金額：２億円

(3) 借入日：2020年５月29日

(4) 借入条件：固定金利

(5) 借入期間：５年

(6) 担保の有無：無担保、無保証
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株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　　計

資本準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合　　　計繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 99,500 34,000 - 34,000 740,661 740,661 △26,183 847,978

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 56,668 56,668 56,668 - 113,336

自己株式の処分 62,500 62,500 - 26,183 88,684

当 期 純 利 益 34,474 34,474 34,474

自己株式の取得 - - △10,404 △10,404

新株予約権の発行 - - -

新株予約権の行使 1,318 1,318 1,318 - 2,637

株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)

- - -

当期変動額合計 57,987 57,987 62,500 120,488 34,474 34,474 15,778 228,728

当 期 末 残 高 157,487 91,987 62,500 154,488 775,136 775,136 △10,404 1,076,707

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 124 124 - 848,102

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 - 113,336

自 己 株 式 の 処 分 - 88,684

当 期 純 利 益 - 34,474

自己株式の取得 - △10,404

新株予約権の発行 - 74 74

新株予約権の行使 - 2,637

株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)

△162 △162 △162

当 期 変 動 額 合 計 △162 △162 74 228,640

当 期 末 残 高 △38 △38 74 1,076,743

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 14 －



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。

②貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　６年～22年

　　工具器具備品　　　　４年～20年

　　車両運搬具　　　　　　　　２年

②無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアは、販売見込数量に基づく償却額と残存見込販売有

効期間（３年）に基づく均等償却額との、いずれか大きい金額によっております。

自社利用のソフトウェアは、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっ

ております。
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③長期前払費用

定額法によっております。

(4) 繰延資産の処理方法

株式交付費については、支出時に全額費用として処理しています。

(5) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期負担額を計

上しております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①　消費税等

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 83,988千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務（区分掲記したものは除く）。

①　関係会社に対する短期金銭債権 5,808千円

③　関係会社に対する短期金銭債務 274千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 3,661千円

営業費用 169,167千円

営業取引以外の取引高 249千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 10,900株
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 13,381千円

貸倒引当金 3,887千円

一括償却資産 88千円

ソフトウェア 1,178千円

未払事業税 2,588千円

未払事業所税 918千円

たな卸資産評価損 43千円

その他 5,772千円

繰延税金資産小計 27,858千円

評価性引当額 △5,662千円

繰延税金資産合計 22,195千円

繰延税金資産の純額 22,195千円

６．関連当事者との取引に関する注記

開示すべき重要な取引はありません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 671円20銭

(2) １株当たり当期純利益 21円79銭

８．重要な後発事象に関する注記

　当社は、2020年４月17日開催の取締役会において、今般の新型コロナウイルス感

染症の拡大及び長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的とした長期借入に

よる資金調達を行うことを決定しました。

(1) 借入先：株式会社りそな銀行

(2) 借入金額：２億円

(3) 借入日：2020年５月15日

(4) 借入条件：変動金利

(5) 借入期間：５年

(6) 担保の有無：無担保、無保証

(1) 借入先：株式会社三菱UFJ銀行

(2) 借入金額：２億円
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(3) 借入日：2020年５月29日

(4) 借入条件：固定金利

(5) 借入期間：５年

(6) 担保の有無：無担保、無保証
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